
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１２月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１神第１５１号 

事故等種類 運航不能（主機冷却障害） 

発生日時 平成２３年６月２９日 ２３時１５分ごろ 

発生場所 鳴門海峡南方沖 

 徳島県鳴門市所在の大磯埼灯台から真方位０７９°２.２海里付近 

（概位 北緯３４°１１.２′ 東経１３４°４１.１′） 

事故等調査の経過  平成２３年９月７日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 引船兼交通船 第二十五寿美
す み

丸、１０１.５６トン 

   ９１３２４、有限会社吉永海運 

Ｂ 台船 竜和 

   なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 機関長、五級海技士（機関） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  Ａ船は、船長、機関長ほか２人が乗り組み、鋼材約４００t を積載した

Ｂ船をえい
．．

航し、鳴門海峡南方沖を航行中、平成２３年６月２９日２３時

１５分ごろ主機が過熱して運航不能となり、救助を要請して引船にえい
．．

航

され、徳島県徳島小松島港に入港した。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風速 約６m/s 

海象：うねり高さ 約１.２ｍ 

 その他の事項  Ａ船は、主機が海水冷却式であり、主機過給機の冷却海水通路が牡蠣ガ

ラで塞がれ、冷却海水流量が著しく減少して主機の冷却海水出口温度が上

昇したが、冷却海水温度警報装置の温度検出器が故障していて警報装置が

作動しなかった。 

 Ａ船は、本インシデント発生の約１５分前に主機の冷却海水出口温度及

び冷却海水船外出口からの海水排出状況を目視点検したが、主機過熱の兆

候を探知することができなかった。 

 Ａ船は、主機冷却海水系統の整備を約６か月前に行っていた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 Ａ船は、鳴門海峡南方沖を航行中、主機過給機

の冷却海水通路が牡蠣ガラで塞がれ、冷却海水流

量が減少したことから、主機が過熱して運航不能

となったものと考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、Ａ船が、鳴門海峡南方沖を航行中、主機過給

機の冷却海水通路が牡蠣ガラで塞がれ、冷却海水流量が減少したため、主

機が過熱したことにより発生したものと考えられる。 



参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・主機冷却海水系統の整備間隔を再検討すること。 

・警報装置の作動テストを適宜実施すること。 

 




